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国と地方の協議の場（平成 29 年度第１回）における協議の概要 

 

 

１ 開催日時 

 平成29年５月31日（水） 17:18～18：00 

 

２ 場所 

 内閣総理大臣官邸４階大会議室 

 

３ 出席者 

 内閣総理大臣 安倍 晋三（冒頭挨拶） 

 副総理・財務大臣 麻生 太郎 

 内閣官房長官 菅 義偉（議長） 

 総務大臣 高市 早苗（議長代行） 

 内閣府特命担当大臣（地方創生） 山本 幸三 

 内閣府副大臣 越智 隆雄 

 全国知事会会長 山田 啓二（副議長） 

 全国都道府県議会議長会会長職務代理者 遠藤 連 

 全国市長会会長代理 松浦 正人 

 全国市議会議長会会長 山田 一仁 

 全国町村会会長 藤原 忠彦 

 全国町村議会議長会会長 飯田 德昭 

 内閣官房副長官 萩生田 光一（陪席） 

 内閣官房副長官 野上 浩太郎（陪席） 

 内閣府副大臣 松本 洋平（陪席） 

 内閣府大臣政務官 長坂 康正（陪席） 

 

４ 協議の概要 

 

（１） 協議事項 

<１>「骨太の方針」の策定等について 

<２>地方創生及び地方分権改革の推進について 

 

（２） 協議が調った事項 

  なし 
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（３） （２）以外の事項 

 <１>「骨太の方針」の策定等について 

  越智内閣府副大臣から、骨太の方針の策定に向けた現在の取組状況等につ

いて説明があった。それを受けて、地方側議員から、一般財源・地方交付税の

総額の確保、基金の積立て残高の増加を理由とした地方交付税の削減を行わ

ないこと、森林環境税（仮称）の創設に向けた具体的な制度設計を進めること

等についての意見が表明された。また、国側議員から、基金の積立ての考え方

を調査・分析していく旨の意見が表明された。 

 

 <２>地方創生及び地方分権改革の推進について 

  山本内閣府特命担当大臣（地方創生）から、地方創生及び地方分権改革に係

る取組状況等について説明があった。それを受けて、地方側から、地方大学の

振興や運営基盤の充実、大学の東京一極集中の是正、地方創生推進交付金等

の拡充・弾力的な運用、文化財を始めとする観光資源の活用、地域医療の確

保、所有者不明土地対策の推進等についての意見が表明された。 

 

 

○挨拶等 

（長坂内閣府大臣政務官） 「国と地方の協議の場」を開催する。 

 本日の協議事項は、「『骨太の方針』の策定等について」、「地方創生及び地

方分権改革の推進について」である。 

（安倍内閣総理大臣） 今回は、本年度第１回目の「国と地方の協議の場」であ

る。地方にかかわる重要な政策課題については、この場を活用し、皆様の声をよ

く伺いながら進めていくことが大切であると考えている。 

 安倍内閣においては、子育て支援や介護の拡充、働き方改革など、重要な政策

課題に取り組み、一億総活躍社会の実現を進めてまいった。 

 国と地方が一体となって、成長と分配の好循環を加速させるためには、人材

への投資による生産性向上が重要であり、これを成長戦略の中心に据え、骨太

の方針の策定に向けて取り組んでいる。 

 地方創生については、戦略の中間年に当たり新展開を図るため、東京一極集

中の是正に向けてしっかりと取り組むとともに、地方公共団体の意欲的な取組

に対して、情報面、人材面、財政面から引き続き積極的に支援してまいる。 

 また、地方分権改革についても、引き続き地方の発意による、地方のための分

権改革を着実に推進してまいる。 

 本日も、これらのテーマについて、地方の率直な意見を受け、それらを踏まえ

て、政策に反映させていきたいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。 
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（山田全国知事会会長） 本日は、国会最終盤、また、サミットからの帰りの直

後ということで大変疲れているところだと思うが、そうした中、「国と地方の協

議の場」を開催いただき、感謝を申し上げる。 

 そして、総理におかれては、昨年の協議の場においても、例えば国保の地方支

援について、地方の意見を十分に踏まえた形で、安心いただきたいという言葉

をいただき、そのとおりに確約していただいた。感謝を申し上げたい。私どもか

ら提案した地方大学の振興、東京一極集中是正についても、すぐに有識者会議

を開催いただき、先日、中間報告が取りまとめられるなど、大変迅速かつ的確な

結論を出していただいており、感謝を申し上げたいと思っている。私は、まさに

「国と地方の協議の場」が非常に大きな役割を果たしている証左ではないかと

感じている。 

 今、話があったように、これからまさに人材への投資、一億総活躍、GDP600兆

円。私は、やはりこれらの鍵は地域が握っていると思う。今まで地域が人を育

て、そして、その中で日本の発展のために貢献をしてきたという自負が私ども

にはある。それだけに、これから骨太の方針を通じて、アベノミクスや人材への

投資を始めとして、まさに地域がどれだけ国と両輪になって頑張れるかという

ことが、成否の大きな鍵を握っており、そういう中で、地方も全力を尽くして頑

張ってまいりたいと思っている。 

 それだけに、地方の努力、地方の工夫というものがいきる体制をとっていた

だきたい。地方が頑張ってお金をためたら、それは余裕があるのかと言われて

しまうと、何となく地方としてもやる気を削がれてしまう部分があるので、こ

うした地方の一生懸命頑張っているところを温かく見守っていただき、それを

さらに効果的に支えていただけるような地方創生であり、地方財政をこれから

も推し進めていただくことをお願い申し上げる。 

 さらに、少子化の問題等を我々は抱えているが、総理の温かい御配慮の下で、

これからの「国と地方の協議の場」が有意義なものになることを願い、私の挨拶

に代えさせていただきたい。どうかよろしくお願い申し上げる。 

 

○協議事項（〈１〉「骨太の方針」の策定等）について 

（越智内閣府副大臣） 資料１に基づいて、御説明をさせていただく。 

 アベノミクスは、日本経済をデフレではない状況に変え、国民の雇用と所得

を拡大した。 

 経済の好循環が着実に回り始めている一方で、我が国は、少子高齢化、潜在成

長率の伸び悩みや将来不安による消費の伸び悩みといった課題を抱えている。 

 こうした課題を克服し、成長と分配の好循環を実現するためには、地方創生

や一億総活躍の実現、働き方改革に加え、人材への投資が鍵を握る。人材投資に
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よる生産性向上を柱に据えて取り組んでまいる。 

 現在、経済財政諮問会議で議論している「骨太方針2017」では、こうした内容

について検討を深め、６月に取りまとめたいと考えている。 

 本日は、お手元に骨子案をお配りしている。第２章４．（１）の地方創生、同

じく第２章４．（４）の地域活性化、第３章３．（３）の地方行財政の改革等を

始めとして、現下の課題や今後の取組について記述していくこととしている。 

 経済財政諮問会議においては、「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方

針の下、引き続き経済・財政一体改革を推進しているが、目標の実現のために

は、地方公共団体の皆様によるボトムアップの改革が不可欠である。 

 経済財政諮問会議において、改革の進捗を引き続き議論してまいるので、皆

様におかれても、健康づくりを含む社会保障改革や地方行財政改革の推進に向

け、是非先頭に立って、現場から改革の実を挙げていただきたいと考えている。 

 本日の議論も踏まえて、今後、「骨太方針2017」の取りまとめに向けて、議論

を進めてまいりたいと考えている。本日は、皆様の忌たんのない御意見を賜り

たい。どうぞよろしくお願い申し上げる。 

（山田全国知事会会長） まず、地方税財政の状況だが、私どもがやはり心配し

ているのは、かなり税収が落ち込んで、国は昨年度、第３次補正予算を出したと

ころであり、特に消費税の落ち込みが激しい。それから、消費税だけでなく、所

得税や、法人税も落ち込んでいるが、所得税の落ち込みというのは、地方の場合

は１年遅れて出てくるので、それからすると、発射台が低くなっている上に、さ

らに落ち込みが出てくる可能性があるので、地方財政は大変厳しい状況が予想

される。その中で社会保険関係経費だけは、どんどん伸びてくるということな

ので、地方の財政は余裕がない状況であり、この点を御理解いただいて、是非と

も財政運営に必要な一般財源総額の確保をお願い申し上げたい。 

 最近、経済財政諮問会議でも民間議員等より基金の話が出ているが、その中

で一番基金がない都道府県はどこか、となったときに京都府だということであ

った。実は、その一つの原因として、私どもは平成24年、25年、26年と３年連続、

被災者生活再建支援法の適用になるような大きな水害を受けた。この５年間で

その水害のための費用が大体2,000億円ぐらいある。だから、１割でもあれば、

もしかしたら基金が積めていたかもしれない。逆に、それだけ災害が続くとあ

っという間に基金はなくなる。我々は赤字地方債が出せない中で、何としても

将来にわたって、ということで頑張っているので、是非ともこうした点は御配

慮いただきたいと思うし、トップランナー方式に私は反対ではないが、やはり

効率化したところに対して本当に還元できるような形で、よく頑張ったところ

によく頑張ったねと言っていただけるような温かい配慮をしていただけたらあ

りがたいと思っている。その中で私どもも人に対する投資とか、こうしたもの
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をしっかりと行っていきたいと思うので、よろしくお願い申し上げたい。 

（松浦全国市長会会長代理） 山田知事の御発言と重複するところがあるが、

一般財源総額の確保、地方交付税総額の確保については、引き続きお力添えを

賜りたいと思っている。また、社会保障等々、お金がかかるが、消費税の引上げ

はもう避けて通れない重要施策であるし、私どもも力足らずではあるが、世論

喚起という面においてもしっかり果たすべき役割を果たさせていただきたい。

市長会はみんなそういうふうに考えている。どうぞひとつ勇断をもってお願い

をいたしたいと考えている。 

 それから１点、国民健康保険にかかる安定財源の確保だが、都道府県移行に

ついて国との協議の中で積み上げてきたものを踏まえるとともに、調整交付金

も本来の機能を損なわないようお願いしたい。介護保険についても調整交付金

本来の機能を損なうことのないように是非ともお願いを申し上げたいと考えて

いる。 

（藤原全国町村会会長） 最初に、私ども町村においては、何と言っても、命綱

となる地方交付税の総額確保は、一億総活躍社会の実現や地方創生を更に推進

していくための最重要課題である。歳出特別枠を実質的に確保し、地方交付税

等の一般財源総額を是非確保していただくようお願い申し上げる。 

 ２つ目に大規模災害の復旧・復興だが、東日本大震災からの復興の加速化は

もとより、熊本地震に関しましても被災町村が一日も早い復旧・復興を果たし

ていくための万全な財政措置を講じていただくようお願い申し上げる。さらに、

今後起こり得る大規模災害に対応するための全国的な防災・減災対策の強化の

推進をお願いしたい。 

 次に、森林環境税の早期創設についてだが、全国の町村は国民共有のかけが

えのない財産である農山漁村、森林を守り、水源かん養、また国土の保全、地球

温暖化の防止など、国民生活を支える役割を大きく担っているわけである。し

かしながら、特に山村地域を抱える町村を取り巻く環境は急速な人口減少や林

業従事者の高齢化、後継者不足など、ますます厳しい状態になってきている。昨

年の税制改正大綱を受けて、現在、総務省及び林野庁において森林環境税の創

設に向けて具体的な制度設計のための検討が行われている。是非とも森林吸収

源対策や山村対策に主体的に取り組むための財源となる森林環境税を早期に創

設していただくようお願い申し上げる。 

 最後に、先般、経済財政諮問会議等において国民健康保険の普通調整交付金

を見直す提案がなされた。全国市長会からお話があったように、国保の普通調

整交付金は自治体間の所得格差を調整する極めて重要な機能を果たすものであ

るので、是非その機能を堅持していただくよう町村会からもお願いしたい。 

（遠藤全国都道府県議会議長会会長職務代理者） 行政側のお三方と重複する
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ところもあるかもしれないが、私どもとしても、一般財源総額を確保していた

だきたいという趣旨の要請をさせていただきたい。 

 基金の残高が多いということを理由に交付税を削減するというような向きも

あるようだが、地方としては、将来の公債償還、災害への備え、地方財政基盤に

影響を与えるような施策への対応、高福祉社会に備えた持続可能で安定的な財

政運営を図るために行革、合理化などを通して必死になって経費節減に努め、

基金を積み立てているわけであるので、どうかその点を御理解いただきたい。 

 それから、地方の財源不足の補填ということに関して、臨時財政対策債に頼

ることなく、地方交付税の総額確保によって対処していただきたいということ

を申し上げたい。 

（山田全国市議会議長会会長） 私どもも、今、市長会、町村会、都道府県議会

議長会の方からもあったように、地方交付税については本当に総額を確保して

いただきたいということと、財源不足の補填については法定率の引上げを含め

た抜本的見直しを行っていただくようにお願いしたい。また、税制改正につい

ては、私ども、地方税の拡充に努めるとともに特に償却資産にかかる固定資産

税及びゴルフ場の利用税は現行制度を堅持していただくようにお願いしたい。

また、自動車の保有にかかる税負担の軽減に関する総合的な検討に当たっては、

地方財政に影響を与えないような安定的な財源確保をお願いしたい。 

 最後に、少子化対策についてお願いしたい。地方単独事業として子どもの医

療費助成を実施している市町村に対する国保の国庫負担減額調整措置について

は一部改善が図られたが、極めて不合理な措置であるので、直ちに廃止してい

ただくようお願いする。また、子どもの医療費にかかる全国一律の国の制度を

創設していただくようお願いする。 

（飯田全国町村議会議長会会長） 初めに、自主財源の乏しい我々町村が腰を

据えて継続的に地方創生に取り組むためには、まち・ひと・しごと創生事業費を

拡充、継続していただき、平成30年度も一般財源の総額、特に地方交付税の総額

確保を是非お願いする。また、まち・ひと・しごと創生事業費の算定に当たって

は、地方創生の目的を達成するため、長期にわたる取組が必要であることから、

十分考慮していただくようお願い申し上げる。 

 次に、税財源の確保について、その中でも償却資産にかかる固定資産税やゴ

ルフ場利用税は町村にとって非常に重要な財源となっているので、現行制度を

堅持していただくとともに、森林環境税を早期に導入していただくようよろし

くお願い申し上げる。 

 最後に、東日本大震災、熊本地震及び鳥取中部地震については、現在、それぞ

れの被災町村では復旧・復興に全力で取り組んでいるが、財政基盤が脆弱であ

るので、引き続き財政措置を始め、万全の支援をお願い申し上げる。 
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（高市総務大臣） このところ、ほぼ毎週開催されている「経済財政諮問会議」

では、「地方財政」について、特に、民間議員の先生方から厳しい御意見をいた

だいているが、総務大臣として地方税財政の立場に立った発言をさせていただ

いている。安心したのは、先ほど総理の方から「地方創生については戦略の中間

年に当たり、地方公共団体の意欲的な取組に対して情報面、人材面、そして財政

面から引き続き積極的に支援する」というお言葉があったことだ。 

 全ての御団体からお話のあった「一般財源総額の確保」だが、一昨年、閣議決

定された「経済・財政再生計画」において、「2018年度までにおいては、2015年

度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされて

いる。この方針を踏まえ、平成30年度の地方財政対策に当たっては、必要な「一

般財源総額」をしっかりと確保する。その際、「交付税総額の確保」と「臨時財

政対策債の抑制」に努めてまいる。 

 知事会からお話のあった「トップランナー方式」だが、「トップランナー方式」

については、「庁舎管理の民間委託」など、既に多くの団体で実施されている業

務改革について導入をして、小規模団体などの実情を踏まえた算定としている。

その歳出削減効果などによって生み出された財源は、地方に還元することとし

ている。地方の実情に応じながら、その改革意欲をそがない形で導入している

ものである。 

 「基金」についても、知事会、そして都道府県議会議長会よりお話があった。

この基金の積立ては、「社会保障」や「公共施設の老朽化」などへの経費の増加、

「予期しない災害の発生」への備えである。これは先ほど京都の事例をお聞か

せいただいたが、地域の実情を踏まえて歳出抑制努力を行いながら、それぞれ

の御判断に基づいて行っていただいており、基金の増加のみをもって「地方財

政に余裕がある」とは言えないと考えている。今後、御協力をいただきたいのだ

が、全団体に対して「基金の積立ての考え方」などを調査分析させていただくこ

とにしている。各地方団体におかれても、議会や住民の皆様に対してしっかり

御説明をお願い申し上げる。 

 あわせて、これはどうしても御協力をいただきたいのだが、「企業会計手法の

導入」、「財政の見える化」、「公共施設等総合管理計画の策定」など、財政マ

ネジメントの強化に努めていただきたい。 

「まち・ひと・しごと創生事業費」の算定だが、これも取組の「必要度」から

「成果」に徐々にシフトしていくということに当たっては、「条件不利地域にか

かる法律」の対象となっている団体に対して算定額の割り増しなどを配慮をす

ることとしている。 

 また、市長会、町村会、市議会議長会からお話があった「国民健康保険」の件

だが、平成29年度予算編成過程においては、「国と地方の協議の場」などで御議
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論いただいたことを踏まえ、私からも厚生労働省に対してしっかりと意見を申

し上げた結果、地方の御意見を踏まえた「財源の確保」ができたと考えている。

また、国民健康保険や介護保険について「保険者にインセンティブが効く仕組

み」について議論があるということは承知している。これも地方の御意見をし

っかり伺いながら、厚生労働省としっかりと議論をしてまいる。 

 町村会、町村議長会から「災害復旧」に関するお話があった。これも、「熊本

地震」などの、被災団体が実施する「復旧・復興事業」に対しては、国庫補助な

どとあわせて適切に地財措置を行うことで、被災団体の財政運営に支障が生じ

ないように対応している。「緊急防災・減災事業債」を４年延長するとともに、

「市町村役場機能緊急保全事業」を新設するということをさせていただいた。 

 「税制改正」について、知事会、町村会、町村議長会、市議会議長会からお話

があった。昨年末もかなり厳しい議論があったが、地方六団体の皆様の御支援

もあって、「償却資産課税」、「ゴルフ場利用税」などにおいて、何とか地方税

源を確保することができたので、今年の年末も是非ともお力を賜りたい。 

 「森林環境税」については、平成29年度与党税制改正大綱において「創設に向

けて検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」とされた。総務省でも、

今、検討会を設置して議論を進めているが、これも、地方の御意見も踏まえなが

ら丁寧に検討させていただく。 

（越智内閣府副大臣） 経済財政諮問会議の関連で御発言があったので、私か

ら説明させていただく。 

 まず、国保の普通調整交付金に関係してだが、平成30年度より国保財政の都

道府県化が実施され、また、新しい医療費適正化計画や医療計画等が策定、実施

されるなど、医療費適正化等に向けた都道府県の役割は大きくなるものと考え

ている。こうした役割を積極的に果たしていただけるように、諮問会議におい

ては、都道府県のガバナンスの強化が提案されている。この中で、国保の普通調

整交付金は所得の格差を是正することを主目的としているが、医療費が増える

と配分が増える算定方法ともなっているため、医療費適正化へのインセンティ

ブが効きにくい構造となっており、その調整、配分の在り方も課題の一つとな

っている。調整交付金の在り方については、自治体への影響も大きいテーマで

もあり、今後とも都道府県や市町村の御意見もお聞きしながら、また、平成30年

度から新制度への円滑な執行にしっかり配慮しつつ、関係省庁において検討を

お願いしたいと考えている。 

 あと２点を簡潔に申し上げる。トップランナー方式については、地方公共団

体の皆様の改革意欲を損ねることがないよう配慮しながら、2020年代を見据え

た地方行財政の構造改革を推進していくことが必要であり、引き続き議論を進

めていく必要があるものと考えている。 



9 

 

 最後に積立金、基金だが、経済・財政再生計画の基、国、地方を通じた経済再

生、財政健全化に取り組むことが必要と考えており、計画の中間年である来年

の中間評価に向けて、まずは地方の基金の増加の背景、原因等について早急に

把握分析していただき、引き続き議論を進めていただく必要があるものと考え

ている。 

 

○協議事項（〈２〉地方創生及び地方分権改革の推進）について 

（山本内閣府特命担当大臣（地方創生）） まず、地方創生の推進について御説

明申し上げる。 

 資料４の１ページを御覧いただきたい。本年度は、まち・ひと・しごと創生総

合戦略の中間年に当たり、既存の取組の深化・加速化のための新たな取組によ

り地方創生の新展開を図ってまいる。 

 ３ページを御覧いただきたい。ローカル・アベノミクスの推進のため、地方に

おける空き店舗等の遊休資産を活用することにより、都市・まちの生産性向上

や地域の魅力を引き出し、地域の活性化を図ってまいる。 

 また、４ページにあるように、地域未来投資促進法を活用し、地域経済を牽引

する事業に予算、税制、金融、規制緩和等の政策ツールを集中投入することによ

り、地域中核企業を軸として、地域経済の発展を目指す。 

 ５ページを御覧いただきたい。東京一極集中については、いまだ歯どめがか

からず、その是正に向けた取組に重点的に取り組むべく、まず、地方創生に資す

る大学改革に取り組んでまいる。 

 全国知事会からの緊急提言を受けて本年２月に私の下に地方大学の振興及び

若者雇用等に関する有識者会議を設置し、先般、中間報告をいただいた。 

 中間報告では、①地方大学の振興として、首長のリーダーシップの下、産官学

の推進体制を構築し、地域の中核的産業の振興と専門人材育成に本気で取り組

む優れたプロジェクトを全面的に支援すること。②東京の大学の新増設の抑制

として、既存の学部の改廃による学部の新増設以外は、原則、東京23区の大学の

定員増を認めないこと。③地方における雇用創出及び若者の就職の促進として、

奨学金返還支援制度の全国展開、インターンシップの推進、企業の地方移転等

を推進すること等について記載されており、この中間報告を受けて、今後、制度

等の具体化に向けたさらなる検討を進めてまいる。 

 ６ページを御覧いただきたい。文化庁の全面的な移転に向けて引き続き計画

的・段階的に進めるとともに、地域イノベーションの創出や研究成果の地域産

業への波及のための研究機関等の地方移転を進め、また、本省の国家公務員の

働き方改革の一環として、アウトリーチによる地方支援のための中央省庁のサ

テライトオフィスを推進する。 
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 加えて、７ページにあるように、移住・定住の推進に当たっての地方生活の魅

力を発信するために、効果的・戦略的な広報の在り方についても検討してまい

る。 

 国としては、８ページにあるように、自助の精神をもって意欲的に取り組む

自治体に対しては、総理もおっしゃったように、情報支援、人材支援、財政支援

の地方創生版三本の矢により引き続き支援してまいる。 

 次に、地方分権改革の推進について説明申し上げる。 

 ９ページを御覧いただきたい。先月、第７次地方分権一括法が成立した。移譲

される事務・権限等については、関係府省と連携し、財源措置、制度改正にかか

るマニュアルの整備、研修の実施など必要な支援を行ってまいる。 

 次に、平成29年の提案募集については、６月６日まで募集を行っている。地方

の現場における課題を解決し、住民サービスの向上を図るため、特に、市町村か

らも積極的に提案していただきたい。 

 地方からいただいた提案については、これまで同様、有識者による調査・審議

を行い、これまでの検討事項のフォローアップを含め、最大限の実現を図り、地

方分権改革を着実かつ強力に進めてまいる。 

（山田全国知事会会長） まず、昨年、全国知事会が提案した地方大学の振興、

そして、それに伴う大学の東京23区における新増設抑制について、いち早く有

識者会議を設置し、中間報告を取りまとめていただき、心からお礼を申し上げ

たいと思っている。これはかなり緊急な話ではないかと思っており、18歳人口

は今が120万人、2030年には100万人、2040年には80万人と３分の２になってい

く。それに対して東京23区の大学の学生数は、工場等立地制限法の廃止以後、５

万5,000人ぐらい増えている。毎年4,000人ずつぐらい増えた計算になる。このま

までいくと、人材の育成という面で地方は非常に厳しい状況になるので、今の

うちに手を打たなければならないと思っており、よろしくお願い申し上げたい。 

 同時に、地方創生の中で研修機関、研究機関の移転が23機関50件行うことに

なっている。これは、私は、多分、地方大学の振興とパラレルな話ではないかと

思っており、この移転に関する予算措置等についても十分な形で研究機関等の

助成ができるようにお願い申し上げたい。 

 地方創生推進交付金については、確保いただいてありがたいのだが、かなり

使い残しがある。私どもからすると、実はこの間、最初のころは一地方公共団体

毎に都道府県では最大５事業であったのが、最大７事業になり、今は原則７事

業以内という形で、額の上限とともに、だんだん緩めてはいただいているが、も

う少し思い切って、地方創生は今が中間年であるから、みんな意欲はあるので、

思い切って投資をしていただきたいなと思う。さらには、地方創生回廊という

言葉が、その後ちょっとよくわからないまま消えているが、これも、我々は、地
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域間格差を是正する上で大変大きなものではないかと思っている。 

 それから、観光が非常に伸びている。年間訪日外客数が2,400万人を突破し、

4,000万人に向かって大変な勢いで伸びているので、それだけに、新しい税源を

つくるべきではないか。そして、文化財を始め、積極的に観光資源の活用を図っ

ていくべきではないかという点についても、これから地方創生の大きな目玉に

なると思うので、お願いしたい。 

 地方分権については、提案方式が大分、一段落した感じがしており、少し低調

になってきたのではないかと思っている、例えばハローワークについては、地

方版ハローワークは実験方式でやった。そういう形からすると、提案について

も、マル・バツではなく、思い切って実験をしてみるというやり方もあるのでは

ないかと思うので、是非とも地方分権改革についてもさらなる積極的な取組を

お願い申し上げたい。 

（松浦全国市長会会長代理） 地方大学だが、何回も申し上げておることだが、

地方創生のために包括連携協定等々に地方大学は熱心に取り組んでいるので、

どうぞ引き続き地方大学の運営基盤の充実に力を入れていただきたいと思って

いる。 

 それから、地域医療についてである。これは、まさに地方にいる住民にとって

医師という者は極めて大事な存在であり、我々としては、先月、新たな専門医制

度についての緊急要望を提出しているし、このことは官房長官のお耳にも達し

ていることと思う。どうぞ医師の偏在をさらに助長することのないようによろ

しくお願いいたしたいと思っている。 

 最後に、所有者不明の土地・家屋というものがどんどん増加している。このこ

とについて、市長会では調査・研究を行い、報告書をまとめた。今度の市長会総

会において特別決議をすることとなっている。引き続いて、国においての対応

をよろしくお願い申し上げたい。 

（藤原全国町村会会長） 地方の大学の振興等だが、東京における大学・学部の

新増設の抑制や、定員管理を徹底していただき、大都市への学生の集中を抑制

するなど、地方への人の流れを是非生み出していただければと思う。 

 また、先般、山本大臣ともお話をさせていただいたが、地方大学には地域の振

興に役立つ研究事例や成果が相当内在している。これを是非還元していただけ

ればと思う。地方の国立大学が保有する教育資産等についても是非地域開放を

していただいて、積極的に利活用できるようにお願いできればと思う。 

 また、最近、若者や女性を中心に田園回帰が着実に進んできている。国におい

ては、そういう人たちがしっかり地域で活動できるように、田園回帰の動きを

更に加速するための支援をお願いする。また、地域運営組織について、持続的な

運営ができるよう、必要な費用についても是非十分な財政支援と人材育成・確
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保に必要な支援を是非よろしくお願い申し上げる。 

（麻生副総理・財務大臣） 一つだけ忘れないでもらいたいのだが、基金の話を

今、山田さんがしておられたが、これは、国が借金をした地方交付税により充て

ている。この点だけは忘れないでもらいたい。それで、たまりにたまった金が10

年間で７兆9,000億円の増加。毎年8,000億円ずつ増えている。内容は何に使って

いるのか。そこを私たちは知りたい。企業からも税金を安くしてくれ、法人税を

下げろと言う。内部留保金とおよそ金利のつかない金がこの３年間で74兆円た

まった。税金を安くしてもらって、その分はどうしているのという疑問と同じ

ようなことがそちら側にも出てくるのだと思う。世間からは意外とみんな見て

いる。それだけは忘れないでもらいたい。これは知事によって使い方が全然違

うから、そこのところはよくよく指導してもらわないと、これはおかしなこと

になる。これが１点。 

 大学は、地方の大学を見たらわかる。私のところは大学があるからよくわか

るのだが、学生の充足率を見てほしい。44％、充足率が不足。誰でも試験すれば

通れてしまうという形になっているという実態は、どう考えても大学が多過ぎ

るのではないか。今の時代に合わなくなってきているのではないか。だったら、

もう少し使い方を考えないとおかしいのではないかという意見が出てくる。そ

れも、税金が行っていなければいい。そういった部分が出てくる。我々、税金を

預かっている立場としてみればそういうことになるので、その点だけは是非頭

に入れておいてほしい。 

（遠藤全国都道府県議会議長会会長職務代理者） 地方創生推進交付金を是非

よろしくお願い申し上げる。一つだけ北海道の例を申し上げると、今、半額地元

負担ということになっているが、例えば産炭地域のような極めて人口の少ない、

財政力の弱いところでズリ山を利用してブドウ栽培をやろうなどという事業を

計画したときに、地元が財政負担できなくて、事業そのものができなくなると

いう例がある。今、知事会から地方創生推進交付金が残っているというお話が

あった。是非弾力的な運用について御検討いただければありがたいと思う。 

（山田全国市議会議長会会長） 私ども地方創生推進交付金、これは積極的に

札幌市も政令市で初のUIターンというので東京都に事務所を構えてやっている。

26年、27年で80名近い人たちが札幌に来てくれるということなので、是非この

交付金については長期にわたり総額を確保していただくようにお願いしたい。 

（飯田全国町村議会議長会会長） 私も同じように地方創生推進交付金の拡充

と継続、そして、財源を確保していただくようにお願いいたしたい。それから、

大学の関係だが、藤原会長と同様の意見なので、よろしくお願いしたい。 

（菅内閣官房長官） ２点ありまして、骨太の方針の策定、地方創生及び地方分

権改革の推進。この中で、骨太の方針については、大学の例も含めてしっかり皆
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さんの声を反映したい。また、地方創生だが、地方の意欲的な取組を情報面、人

材面、財政面で、ここは引き続き支援したい。 

 地方分権についてだが、多様な創意工夫に取り組むことができるように改革

を進めていきたい。特に、所有者不明の土地の問題、これは極めて大きな問題に

なっているので、これは、政府としてもしっかり対応したい。 

 今後とも、国と地方のこの場を活用させていただきながら、しっかり対応し

ていきたいと思う。 

 

                              （以上） 
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